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本計画では、「障がい」の「がい」の字は基本的にひらがなで表記してい

ますが、「身体障害者手帳」などの法令に基づく固有名詞については、元の

表記をしています。 
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第 1章  計画の基本的な考え方 

 

１  策定の趣旨 

 

障がいのある人や障がいのある子どもが、自立した日常生活や社会生活を営むことができる

社会の実現を目指し、平成１８年に「障害者自立支援法」が施行されました。その後、障害者自立

支援法は、さまざまな制度改正を経て平成２５年４月より「障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律」（以下、「障害者総合支援法」という。）と名称を変え、障がいのある

人や障がいのある子どもの社会生活向上を目指してきました。 

この障害者総合支援法では、地域社会における共生の実現に向け、障がい福祉サービスの充

実等、障がいのある人の日常生活及び社会生活を総合的に支援することが目的とされており、こ

れまで、制度の谷間となっていた難病患者への支援提供や、知的障がい及び精神障がいにおけ

る障がい支援区分の適切な配慮などの改正が行われました。 

このような動きの中で、障がいのある人が地域でいきいきと安心して暮らしていけるよう、障が

いのある人の社会参加の機会の確保や、共生社会の実現など、障がいのある人を個人として尊

重する社会のあり方がより強く求められるようになっています。 

市町村が定める「障害福祉計画」は、障害者総合支援法第８８条に基づき、国の基本指針に即

して、障がい福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関して、数値

目標、サービス見込量及びサービス見込量確保のための方策を定めるものです。 

当市の障害福祉計画は、平成１８年度から２０年度を計画期間とする「第１期釜石市障害福祉

計画」から３年ごとに策定し、障がい福祉サービス提供基盤の整備を行ってきました。平成３０年

度から施行された改正児童福祉法に基づき、第５期計画以降は、児童福祉法第３３条の２０第１

項に規定する「市町村障害児福祉計画」を包摂した計画として策定しています。現在の令和３年

度から令和５年度を計画期間とする「第６期釜石市障がい福祉計画」は、「第２期釜石市障がい

児福祉計画」を包摂しており、障がい児通所支援等の円滑な実施を確保するための仕組みを整

備しました。 

この第７期釜石市障がい福祉計画（第３期釜石市障がい児福祉計画）は、前期計画の数値目

標に対する進捗状況や、各年度における障がい福祉サービスの実績を踏まえ、令和８年度を最終

年次とした数値目標、障がい福祉サービスの見込量を設定し、障がい者及び障がい児に対する

障がい福祉施策の一層の充実を図るために策定するものです。 

 

 

 

 



第１章 計画の基本的な考え方 

2 

２ 計画の位置づけ 

 

第７期釜石市障がい福祉計画（第３期釜石市障がい児福祉計画）は、障害者総合支援法第

88条第１項に規定する「市町村障害福祉計画」及び児童福祉法第３３条の２０第１項に規定する

「市町村障害児福祉計画」として策定するものであり、計画の最終年度である令和８年度の目標

及び障がい福祉サービス等の見込量などについて定めたものです。 

また、この計画は、厚生労働省の示した「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑

な実施を確保するための基本的な指針」（平成十八年厚生労働省告示第三百九十五号、以下、

「基本指針」という。）に即して策定しました。 

さらに、障害者基本法第１１条第３項の規定に基づき、市町村障害者計画として平成２８年３月

に策定した「第３次釜石市障がい者福祉計画」の実施計画的な位置付けの計画となります。 

 

３ 計画の期間 

 

 国の基本指針では計画期間を３年としており、これに即して障がい福祉計画は３年ごとに作成し

ています。第７期計画は令和６年度から令和８年度までの３カ年が計画期間となります。 

 

 

 

釜石市障がい福祉計画 

第１期計画 

H18～20年度 

第２期計画 

H21～23年度 

第３期計画 

H24～26年度 

第４期計画 

H27～29年度 

第５期計画 

H30～R2年度 

第６期計画 

R３～５年度 

第第７７期期計計画画  

R６～８年度 

自立支援法

を踏まえ、平

成２３年度を

目標とした

計画策定 

第１期計画

を踏まえた

計画策定 

自立支援法

の一部改正

を踏まえ、平

成２６年度を

目標とした

計画策定 

障害者総合

支援法を踏

まえ、平成

29年度を

目標とした

計画策定 

障害者総合

支援法を踏

まえ、令和２

年度を目標

とした計画

策定 

障害者総合

支援法を踏

まえ、令和５

年度を目標

とした計画

策定 

障害者総合

支援法を踏

まえ、令和８

年度を目標

とした計画

策定 

   

釜石市障がい児福祉計画 

第１期計画 

H30～R2年度 

第２期計画 

R３～５年度 

第第３３期期計計画画  

R６～８年度 

児童福祉法

を踏まえ、令

和２年度を

目標とした

計画策定 

児童福祉法

を踏まえ、令

和５年度を

目標とした

計画策定 

児童福祉法

を踏まえ、令

和８年度を

目標とした

計画策定 

第２次釜石市障がい者福祉計画 

（平成１８年度～平成２７年度） 

第３次釜石市障がい者福祉計画 

（平成２８年度～令和７年度） 
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４  計画の基本理念 

 

本計画は、第３次釜石市障がい者福祉計画の基本理念の下、基本目標である「地域で安心し

て生活できる支援体制づくり」「自立し、生きがいを持って生活できる環境づくり」「ともに支え合っ

て生活できる社会づくり」の３つを踏まえながら、国が示す７点に配慮した計画とします。  

 

   

 

 

 

 

（１） 基本目標  
 

① 地域で安心して生活できる支援体制づくり 

その人の置かれている状況にあった、適切な支援を行っていくために必要な情報提供と

相談支援に取り組み、権利擁護の視点に立って積極的に働きかけを行っていきます。 

また、保健・医療・福祉分野の連携を強化し、障がいのある人が安心して地域で生活で

きる体制づくりを推進します。       

 

② 自立し、生きがいを持って生活できる環境づくり 

障がいのある人が、「自分らしい暮らし」の実現に取り組んでいくためには、社会参加す

るために必要な学習、体験、療育等の機会の提供とともに、それらの成果を生かすための

支援を行っていくことが不可欠です。 

生涯を通じた発達支援、就労支援、生活支援を効果的、継続的に行い保健、医療、福祉、

教育、就労等のさまざまな分野の機関が連携することで、障がいの種別や程度に関わらず

一生涯を通じて社会参加できるよう共生の仕組みを構築していきます。 

 

③ ともに支え合って生活できる社会づくり 

障がいのあるなしにかかわらず、誰もが心地よく暮らせるまちをつくっていくためには、お

互いの人権を尊重し、支え合いながらまちづくりを進めていく必要があります。障がいを

「特別なもの」と考えるのではなく、共に生きる「地域の一員」としてみんなが理解し合い、

支え合って暮らせる地域づくりに向け、障がいの理解啓発・広報の推進、生活環境の整備、

情報の提供やコミュニケーションの強化、災害・緊急時の対策の充実を図ります。 

 

 

  

【第３次釜石市障がい者福祉計画の基本理念】 

  障がいのある人がいきいきと安心して心地よく暮らせるまちづくり 
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（２） 配慮すべき事項  
 

① 障がい者等の自己決定の尊重と意思決定の支援 

ノーマライゼーションの理念のもと、障がいの種別・程度を問わず、障がい者（児）が自らそ

の居住する場所を選択し、その必要とする障がい福祉サービスやその他の支援を受けつつ、

障がい者（児）の自立と社会参加の実現を図っていくことを基本として、障がい福祉サービス

等及び障がい児通所支援等の提供体制の整備を推進します。 

② 障がい種別によらない一元的な障がい福祉サービスの実施 

身体障がい者、知的障がい者、発達障がい及び高次脳機能障がいを含む精神障がい者、

難病のある方についても障がいの種別・程度を問わず、格差のない福祉サービスの充実を図

ります。 

③ 入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援等の課題に対

応したサービス提供体制の整備 

障がい者の自立の観点から、地域生活への移行や就労支援といった課題に対応したサー

ビス提供基盤を整えるとともに、障がい者の生活を地域で支えるシステムを実現するため、身

近な地域における関係団体等（社会福祉法人、ＮＰＯ法人等）による支援など、地域の社会

資源を最大限に活用し、サービス提供体制の整備を推進します。 

④ 地域共生社会の実現に向けた取り組み 

地域の住民が「支え手」と「受け手」に分かれるのではなく、地域、暮らし、生きがいをとも

に創り、高め合うことができる地域共生社会の実現に向けた仕組みづくりや、専門的な支援

を必要とする方に対して、各分野が共通の理解に基づき協働する包括的な支援体制の構築

を進めます。 

⑤ 障がい児の健やかな育成のための発達支援 

乳幼児及びその家族に対し、育ちに心配のある段階から身近な地域で支援できるように、

質の高い専門的な発達支援を行う障害児通所支援等の充実と、地域の保健、医療、障がい

福祉、保育、教育、就労支援等の関係機関が連携を図り、ライフステージに沿って切れ目のな

い一貫した支援を提供する体制の構築を図ります。 

さらに、地域の保育、療育、教育を受けられるようにすることで、すべての子どもがともに成

長できるよう、地域社会への参加や包容（インクルージョン）を推進します。 

⑥ 障がい福祉人材の確保・定着 

障がい者の重度化・高齢化が進む中においても、将来にわたって安定的に障がい福祉

サービス等を提供していくためには、提供体制の確保と併せてサービスを担う人材を確保し

ていく必要があります。専門性を高めるための研修の実施、多職種間の連携の推進及び活性

化により、福祉従事者の方にとって働きがいのある魅力ある職場環境を作り、定着を図ります。 
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⑦ 障がい者の社会参加を支える取組定着 

障がいへの理解促進及び普及啓発活動や、障がいのある人が社会参加するうえでの相談

機関の設置等の重層的な支援体制を確立し、障がいのある人と障がいのない人が互いに個

人の権利を尊重し合いながら心豊かに社会で生活することができる地域づくりを推進します。 

 

５ 第７期障がい福祉計画の基本的施策 

 

次の７点を基本的施策とし成果目標をかかげて取り組みます。 

 

①福祉施設の入所者の地域生活への移行 

・地域生活移行者の増加 

    ・施設入所者の削減 

②精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 

・保健、医療、福祉関係者による協議の場の活動推進 

・精神障がいのある人の地域移行に関する障がい福祉サービスの利用推進 

③地域生活支援の充実 

・地域生活支援拠点等の運用状況の検証 

・強度行動障がいを有する障がい者の状況や支援ニーズの把握 

④福祉施設から一般就労への移行等 

・福祉施設利用者の一般就労への移行者の増加 

⑤障がい児支援の提供体制の整備等 

・児童発達支援センターの設置 

・保育所等訪問支援を利用できる体制の構築 

・重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の 

確保 

・医療的ケア児支援のための関係機関等の協議の場の設置 

    ・医療的ケア児に関するコーディネーターの配置 

⑥相談支援体制の充実・強化等 

    ・基幹相談支援センターの設置 

    ・協議会における個別事例検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善 

  ⑦障がい福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 

    ・障がい福祉サービス等に係る各種研修の活用 
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６ 障害者総合支援法・児童福祉法に基づく障がい福祉サービスの体系 

 

障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービスの体系は、「自立支援給付（介護給付、訓

練等給付、補装具費の支給、自立支援医療、相談支援）」と「地域生活支援事業」で構成され

ます。 

また、市町村で実施している児童福祉法に基づくサービスは障がい児通所支援（児童発達

支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪

問支援、障がい児相談支援）があります。障がいのある子どもの施設入所については、都道府

県が実施しています。 

【障害者総合支援法に基づくサービス体系の概要】 

●自立支援給付 

介護給付   

 ○居宅介護（ホームヘルプ） ○重度訪問介護 ○同行援護 

 ○行動援護 ○重度障害者等包括支援 ○短期入所(ショートステイ) 

 ○療養介護 ○生活介護 ○施設入所支援 

訓練等給付   

 ○自立訓練（機能・生活） ○就労移行支援 ○就労継続支援（Ａ・Ｂ型） 

 ○就労定着支援 ○自立生活援助 ○共同生活援助(グループホーム) 

相談支援   

 ○計画相談支援 ○地域移行支援 ○地域定着支援 

自立支援医療   

 ○更生医療 ○育成医療 ○精神通院医療 

補装具費の支給   

 

●地域生活支援事業 

必須事業   

 ○理解促進研修・啓発 ○自発的活動支援 ○相談支援  

 ○成年後見制度利用支援 ○成年後見制度法人後見支援 ○意思疎通支援 

 ○日常生活用具給付 ○手話奉仕員養成研修 ○移動支援 

 ○地域活動支援センター  

任意事業  

 ○訪問入浴サービス ○生活訓練等 ○日中一時支援 

 ○レクリエーション活動等支援 ※その他市町村が任意で実施する事業 
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【児童福祉法に基づくサービス体系の概要】 

障がい児通所支援  

 ○児童発達支援 ○医療型児童発達支援 ○放課後等デイサービス 

 ○居宅訪問型児童発達支援 ○保育所等訪問支援  

相談支援   

 ○障がい児相談支援   

 

（１）自立支援給付の概要 

■訪問系サービス 

名  称 内     容 

居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で、入浴、排泄、食事など生活全般にわたる介護を行います。 

重度訪問介護 

重度の肢体不自由者や、重度の知的・精神障がい者で行動障がいがあ

り、常に介護を必要とする人に、入浴や排泄、食事の介護、外出時におけ

る移動支援などを総合的に行います。 

同行援護 
視覚障がいにより移動が著しく困難な人の外出時に同行し、必要な情報

提供や介護を行います。 

行動援護 
知的障がいまたは精神障がいにより行動する際に生じる危険を回避する

ために必要な援助や外出支援を行います。 

重度障害者等包括支援 
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護など複数のサービスを包括

的に行います。 

■日中活動系サービス 

名  称 内     容 

短期入所（ショートステイ） 
家族など家で介護する人が病気などの場合に、短期間、夜間も含め施

設で入浴、排泄、食事の介護などを行います。 

療養介護 
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練や療養上の管

理、看護、介護及び日常生活の援助を行います。 

生活介護 
常に介護を必要とする人に、日中、施設で入浴や排泄、食事の介護など

を行い、創作的活動や生産活動の機会を提供します。 

■居住支援系サービス 

名  称 内     容 

自立生活援助 
障害者支援施設やグループホームなどから一人暮らしへの移行を希望

する人に、一定期間、定期的な訪問や支援を行います。 

共同生活援助 

（グループホーム） 

夜間や休日、複数人で共同生活を行う住居で、相談や入浴、排泄、食事

などの生活全般の支援を行います。 

施設入所支援 
施設に入所している人に、夜間や休日に、入浴、排泄、食事の介護などを

行います。 
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■訓練・就労系サービス 

名  称 内     容 

自立訓練（機能訓練） 
身体障がいのある人が自立した日常生活や社会生活ができるよう、一

定期間、身体機能の向上のために必要な訓練を行います。 

自立訓練（生活訓練） 
知的障がい又は精神障がいのある人が地域生活を営むための支援計

画に基づき、生活能力の向上に必要な訓練を行います。 

宿泊型自立訓練 

居室などの設備を利用しながら、家事などの生活能力の維持・向上のた

めの支援、相談・助言など必要な支援を行い、地域生活への移行に向け

た関係機関との連絡調整を行います。 

就労移行支援 
一般企業などへの就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識

及び能力の向上のための訓練を行います。 

就労継続支援（Ａ型） 
一般企業などでの就労が困難な人に、雇用契約に基づく就労の機会を

提供し、知識及び能力の向上のための訓練を行います。 

就労継続支援（Ｂ型） 

障がい、年齢、体力などの理由から雇用契約による就労が困難な人に

一定の賃金水準での就労や生産活動の機会を提供し、知識及び能力

の向上を図る支援を行います。 

就労定着支援 

一般就労に移行した人に、新たに雇用された事業所での就労継続を図

るため、事業所や医療、その他の関係機関との連絡調整や雇用に伴う日

常生活や社会生活上の相談や指導、助言など必要な支援を行います。 

就労選択支援 

障がい者本人の強みや課題、必要な配慮などについて、本人と支援側

がともに整理・評価（就労アセスメント）することで、本人が一般就労や障

がい福祉サービスを自ら選択することや、適切なサービス等につなげる

サービスです。（令和７年度から開始予定） 

■相談支援系サービス 

名  称 内     容 

計画相談支援 

相談支援専門員が障害福祉サービスを利用する人に、サービス等利用

計画案を作成し、定期的に利用状況や効果の確認、相談支援を行いま

す。 

地域移行支援 

障害者支援施設等や病院に入所または入院している人に、地域生活へ

のに移行に向けた相談や住居の確保、サービス提供事業所への同行支

援などを行います。 

地域定着支援 

施設や病院から地域生活へ移行した人や家族との同居から一人暮らし

へ移行した人に、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性によって生じ

た緊急事態に訪問や対応を行います。 
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（２）地域生活支援事業の概要 

■必須事業 

名  称 内     容 

理解促進研修・啓発事業 

障がいのある人が日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会的障

壁」を除去するため、障がいがある人の理解を深めるため研修・啓発を

通じて地域住民への働きかけを強化することにより、共生社会の実現を

図ります。 

自発的活動支援事業 

障がいがある人やその家族、地域住民等が自発的に行う活動に対する

支援をする事業で、ピアサポート（互いの悩みを共有することや情報交換

のできる交流会活動を支援）、災害対策（障がいがある人を含めた地域

における災害対策活動を支援）、孤立防止活動支援（見守り活動を支

援）、社会活動支援（障がいがある人に対する社会復帰活動を支援）、

ボランティア活動支援（障がいがある人に対するボランティアの養成や活

動を支援）などがあります。 

基幹相談支援センター等機

能強化事業 

相談支援事業の業務委託において、一般的な相談支援事業の実施に

加え、特に必要と認められる資格や能力を有する専門的職員を配置し、

相談支援機能の強化を図ります。 

住宅入居等支援事業 

賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人がいない

等の理由によって入居が困難な障がいのある人のために、不動産業者

への斡旋依頼、家主に対する相談・助言、保証人の調整等を行います。 

基幹相談支援センター 

地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、障害の種別や

各種ニーズに対応できる総合的な相談支援や専門的な相談支援、地域

の相談支援体制の強化の取組、地域移行・地域定着の促進の取組等の

業務を総合的に行うものです。 

障害者相談支援事業 

障がいのある人や介護者等からの相談に応じ、必要な情報の提供、助

言、障がい福祉サービスの利用支援などを行うとともに、虐待の防止及

びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者などの

権利擁護のために必要な援助を行います。 

地域自立支援協議会 

地域自立支援協議会では、関係者の連携及び支援体制に関する協議と

利用に関する総合調整を図ることを目的に就労支援、子ども支援、地域

づくり、サービス構築の４つの部会を中心に活動を行います。 

成年後見制度利用支援事

業 

成年後見制度の利用が有効と認められる知的障がいのある人又は精神

障がいのある人に対し、成年後見制度の申し立てに要する経費及び後

見人の報酬の全部又は一部を助成します。 

成年後見制度法人後見支

援事業 

成年後見制度における後見などの業務は弁護士のほか、社会福祉法人

（法人後見）や市民（市民後見）が後見人として障がいがある人の権利

を守ることができます。この事業は、法人後見や市民後見を実施するため

の研修事業などを実施します。 
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名  称 内     容 

意思疎通支援事業 

聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障がいのため、意思疎通を図

ることに支障がある障がいのある人に、手話通訳者、要約筆記者等の派

遣を行い意思疎通の円滑化を図ります。 

日常生活用具給付等事業 

日常生活上の困難を改善するために、日常生活用具を給付します。   

日常生活用具には、介護・訓練支援用具、自立生活支援用具、在宅療養

等支援用具、情報・意思疎通支援用具、排泄管理支援用具(ストマ用装

具等)、居宅生活動作補助用具があります。 

手話奉仕員養成研修事業 
コミュニケーション支援の必要な人の生活支援や社会参加を促進するた

めに手話奉仕員を養成します。 

移動支援事業 
屋外での移動に著しい制限のある障がいのある人に対し、ヘルパーが

外出時の支援を行います。 

地域活動支援センター 

障がいのある人の地域生活を支援するため、センターで創作的活動、生

産活動、社会との交流促進活動を行います。 

地域活動支援センターには、Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型があります。 

■任意事業 

名  称 内     容 

訪問入浴サービス事業 
移動入浴車が障がいのある人の家に出向いて、入浴サービスを行いま

す。 

生活訓練事業 重症心身障がい児(者)のための生活訓練と音楽療法を行います。 

日中一時支援事業 

（日帰り短期入所） 
家族に用事があるときなどに、日帰りで施設を利用することができます。 

日中一時支援事業 

（タイムケア） 
障がいのある児童や生徒の、放課後の活動を支援します。 

スポーツ・レクリエーション教

室開催事業 

障がいのある人、市民、ボランティア等が交流し、ふれあいを深め、お互

いを理解しあうことを目的とした「ふれあい福祉まつり」の開催経費の一

部を負担します。 

点字・声の広報等発行事業 
市広報を抜粋し、点訳または録音ＣＤ・テープを作成して、希望者に配布

します。 

点訳奉仕員養成研修事業 
コミュニケーション支援の必要な人の生活支援や社会参加を促進するた

めに、点訳奉仕員を養成します。 

自動車運転免許取得・改造

助成事業 

自動車運転免許の取得及び自動車の改造に要する費用の一部を助成

します。 

視覚障がい者福祉事業 
視覚障がいのある人の社会参加を促進するため、釜石視覚障害者福祉

協会が行う研修事業に要する費用の一部を助成します。 
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（３）障がい児通所支援の概要 

名  称 内     容 

児童発達支援 

身体、知的、精神障がい（発達障がいを含む）のある児童に、日常生活

における基本的な動作の指導、知識技術の習得、集団生活への適応訓

練などの支援を行います。 

医療型児童発達支援 児童発達支援と治療を行います。 

居宅訪問型児童発達支援 
重度の障がいなどにより外出が著しく困難な児童の自宅を訪問し、児童

発達支援を行います。 

保育所等訪問支援 

保育所などを利用する障がい児や今後利用予定の障がい児に、訪問に

よる保育所などでの集団生活への適応のための専門的支援を行い、保

育所などの安定した利用を促進します。 

放課後等デイサービス 

学校通学中の児童の放課後や長期休みに、生活能力の向上のための

訓練や社会との交流の促進、学校との連携・協働による支援を行いま

す。 

障害児相談支援 

相談支援専門員が障害児通所支援を利用する児童に、サービス等利用

計画案を作成し、定期的に利用状況や効果の確認（モニタリング）、相談

支援を行います。 

医療的ケア児に対する支援

を調整するコーディネーター 

人工呼吸器等を使用するなど、日常生活を営むうえで医療を要する状態

にある障がい児が、地域で安心して暮らすため、他分野にまたがる支援

の利用を調整し、総合的かつ包括的な支援の提供につなげます。 

 

７ 計画の対象者 

 

この計画の対象となる「障がい者」は、次のとおりです。 

 

●身体障がい者（身体障害者手帳所持者） 

●知的障がい者（療育手帳所持者、児童相談所等で知的障がいと判定された方） 

●精神障がい者（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第５条に規定される方） 

●難病患者等（「難病の患者に対する医療等に関する法律」及び「児童福祉法の一部を改 

正する法律」により対象となる３６９疾患に罹患している方） 

●障がい児（児童福祉法第４条第２項に規定される児童） 
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第２章   釜石市の現状 

 

１ 障害者手帳所持者数 

本市の人口は、平成２９年度末の３４，４２０人が令和４年度末には３０，２８８人となり、５年間で

４，１３２人の減少となっています。 

総人口に対する障害者手帳所持者の比率をみると、平成２９年度の 6.６２%と比較して令和４

年度は 6.５６%であり、割合にそれほど変化はなく、障害者手帳所持者数の減少は、人口減少に

比例しているものと考えられます。  

年度 H29 H30 R1 R2 R３ R4 

総人口 34,420 33,437 32,609 31,840 31,031 30,288 

身体障害者

手帳 

１８歳未満 20 17 ２０ 23 24 26 

１８歳以上 1,586 1,582 1,51１ 1,382 1,365 1,312 

療育手帳 
１８歳未満 57 54 53 ３７ ４５ 38 

１８歳以上 325 333 336 3２４ ３１８ 303 

精神障害者保健福祉手帳 290 335 ３６８ ２５２ ２６６ 309 

所持者数計 2,278 2,321 2,２８８ 2,0１８ ２，０１８ 1,988 

                                           （釜石市住民基本台帳他 各年度末現在） 
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２ 身体障害者手帳所持者数 

身体障害者手帳所持者数は、障がい区分で「肢体不自由」の占める割合が大きく、令和４年度

末で全体の約半数の４7.３％となっています。次いで、内部障がい、聴覚・平衡機能障がい、視覚

障がい、音声・言語・そしゃく機能障がいの順となります。等級別では、重度（１級・２級）が過半数

を占めています。 

■障がい区分別 

年度 H29 H30 R1 R２ R３ R4 

視覚障がい 
１８歳未満 0 0 1 2 2 3 

１８歳以上 120 114 10９ 99 94 93 

聴覚・平衡 

機能障がい 

１８歳未満 2 2 2 3 3 3 

１８歳以上 161 162 1４８ 132 127 126 

音声・言語・そしゃく

機能障がい 

１８歳未満 0 0 0 0 0 0 

１８歳以上 23 23 2５ 24 22 18 

肢体不自由 
１８歳未満 9 7 9 11 10 11 

１８歳以上 802 782 7３７ 659 650 622 

内部障がい 
１８歳未満 9 8 ８ 7 9 9 

１８歳以上 482 499 492 468 472 453 

合計 

１８歳未満 20 17 ２０ 23 24 26 

１８歳以上 1,586 1,582 1,５１1 1,382 1,365 1,312 

合計 1,606 1,599 1,５３１ 1,405 1,389 1,338 

■等級別 

年度 H29 H30 R1 R２ R３ R4 

１級 
１８歳未満 14 11 11 14 14 16 

１８歳以上 599 608 5８８ 542 523 501 

２級 
１８歳未満 1 1 2 2 2 4 

１８歳以上 228 217 ２０３ 190 182 179 

３級 
１８歳未満 2 2 4 4 6 4 

１８歳以上 234 228 ２０９ 193 211 206 

４級 
１８歳未満 3 3 ３ 3 2 2 

１８歳以上 322 327 3２６ 303 302 286 

５級 
１８歳未満 0 0 0 0 0 0 

１８歳以上 84 80 ７４ 62 58 56 

６級 
１８歳未満 0 0 0 0 0 0 

１８歳以上 119 122 １１１ 92 89 84 

合計 

１８歳未満 20 17 ２０ 23 24 26 

１８歳以上 1,586 1,582 1,５１１ 1,382 1,365 1,312 

合計 1,606 1,599 1,５３１ 1,405 1,389 1,338 

                         （岩手県：障がい別・等級別・年齢階層別登録者数 各年度末現在） 
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３ 療育手帳所持者数 

療育手帳所持者数は、総人口の約１％で、平成２９年度末の 3８2人が令和４年度末には３4１

人となり、４１人の減少となっています。 

等級別人数の推移をみると、中軽度が増加しており、所持者の比率をみると、平成２９年度の

64.9％に対し、令和４年度が 66.8％で、1.9％増加しています。 

年度 H29 H30 R1 R2 R3 R4 

Ａ（重度） 
18歳未満 15 14 14 ９ 10 9 

18歳以上 119 123 122 1１２ 10８ 104 

Ｂ（中軽度） 
18歳未満 42 40 39 ２８ 3５ 29 

18歳以上 206 210 214 2１２ 2１０ 199 

合計 

18歳未満 57 54 53 ３７ 4５ 38 

18歳以上 325 333 336 3２４ 3１８ 303 

合計 382 387 389 3６１ 3６３ 341 

 （岩手県：療育手帳登録者数 各年度末現在） 

 

４ 精神障害者保健福祉手帳所持者数 

精神障害者保健福祉手帳所持者数も、総人口の約１％となっています。 

等級別人数は、令和４年度では、２級が 66.9%で最も多く、次いで、１級、３級となっており、中 

度者が過半数を占めています。中度者が多いという傾向は、各年度とも同様となっています。 

年度 H29 H30 R1 R2 R3 R4 

１級 ８２ ９５ ９３ ４５ 4５ 53 

２級 1５３ １７５ ２０４ 1６４ 17６ 207 

３級 ５５ ６５ ７１ 4３ ４５ 49 

合計 2９０ ３３５ ３６８ 2５２ 2６６ 309 

                 （岩手県：精神障害者保健福祉手帳登録者数釜石市調べ 各年度末現在） 

 



第２章 釜石市の現状 

15 

５ 障がい福祉サービスの提供状況 

 

（1）指定障がい福祉サービス等の状況 

 

①訪問系サービスの状況 

訪問系サービスは居宅介護、同行援護の利用実績があります。利用者数は、目標値に近い実

績であったものの、利用時間数は、目標値を大きく下回っています。 

サービスの種類 単位 目標値と実績 R３年度 R４年度 R５年度 

居宅介護 

重度訪問介護 

同行援護 

行動援護 

重度障害者等 

 包括支援 

利用者数 

（人/月) 

目標値 51 52 54 

実績 53.5 45.3 55 

利用時間数 

（時間/月) 

目標値 674 701 729 

実績 715.8 545.1 553.5 

 ※実績値は、年度分の平均値です。 

     

 

②施設系サービス  

施設入所支援は、減少として見込んでいましたが、実際には１．０３倍で増加しています。 

サービスの種類 単位 目標値と実績 R３年度 R４年度 R５年度 

施設入所支援 
利用者数 

（人/月） 

目標値 99 98 97 

実績 96 98 102 

 ※実績値は、年度末の数値です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２章 釜石市の現状 

16 

③日中活動系サービス 

○療養介護     

療養介護は、ほぼ横ばいで推移すると見込みましたが、増加傾向にあります。 

○短期入所 

第６期計画では短期入所の利用は増加すると見込みましたが、新型コロナウイルス感染症拡

大の影響で利用者数及び利用日数ともに目標値を大きく下回る実績となりましたが、数値は増

加傾向にあります。 

○生活介護 

目標に対し、利用者数及び利用日数ともに下回りましたが、利用者数は増加傾向にあります。  

サービスの種類 単位 目標値と実績 R３年度 R４年度 R５年度 

療養介護 
利用者数 

（人/月） 

目標値 12.0 12.0 12.0 

実績 15.2 17.8 18.0 

短期入所 

利用者数 

（人/月） 

目標値 10.0 10.0 10.0 

実績 3.3 3.1 3.8 

利用日数 

（人日/月） 

目標値 100.0 100.0 100.0 

実績 29.4 36.3 72.0 

生活介護 

利用者数 

（人/月） 

目標値 143 146 148 

実績 133.2 130.3 141 

利用日数 

（人日/月） 

目標値 2,695 2,708 2,721 

実績 2,563.5 2,558.8 2,523 

 ※実績値は、年度分の平均値です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２章 釜石市の現状 

17 

④居住支援系サービス 

○共同生活援助（グループホーム） 

利用実績は釜石圏域での利用者と他圏域での利用者を合わせた数値となります。 

共同生活援助については、他圏域での利用者が増加しており、計画を上回る実績となってい

ます。 

○自立生活援助 

計画期間中の利用実績はありませんでした。適切な利用促進のため、課題等を精査します。 

サービスの種類 単位 目標値と実績 R３年度 R４年度 R５年度 

共同生活援助 

（グループホーム） 

利用者数 

（人/月） 

目標値 45.0 47.0 49.0 

実績 47.5 48.8 51.0 

自立生活援助 
利用者数 

（人/月） 

目標値 1.0 2.0 3.0 

実績 0.0 0.0 0.0 

※実績値は、年度分の平均値です。 

 

 

⑤訓練・就労系サービス 

○自立訓練（機能訓練・生活訓練） 

機能訓練については、利用を見込んでいませんでしたが、利用実績がありました。生活訓練

については、利用日数及び利用者数は目標値より大きく下回りました。 

サービスの種類 単位 目標値と実績 R３年度 R４年度 R５年度 

自立訓練 

（機能訓練） 

利用者数 

（人/月） 

目標値 0 0 0 

実績 0 0.6 1.0 

利用日数 

（人日/月） 

目標値 0 0 0 

実績 0 10.0 30 

自立訓練 

（生活訓練） 

※宿泊型自立訓練を含

む 

利用者数 

（人/月） 

目標値 16.0 16.0 16.0 

実績 13.4 10.３ ５.８ 

利用日数 

（人日/月） 

目標値 185.0 185.0 185.0 

実績 130.1 １１２．４ 48.2 

  ※実績値は、年度分の平均値です。 
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○就労移行支援 

ひと月当たりの利用者数はほぼ目標値通りですが、ひと月当たりの利用日数は目標値を下

回っています。引き続き、就労移行支援サービスの周知や一般就労希望者のニーズの掘り起こ

しやマッチングを進めます。 

○就労継続支援（Ａ型・Ｂ型） 

釜石圏域のＡ型サービス提供事業所が令和５年９月に廃止されたことから、Ａ型は利用者数、

利用日数ともに目標値を下回っています。Ｂ型については、ほぼ目標値に近い実績値で推移し

ています。 

○就労定着支援 

一般就労したすべての方が利用するとは限らないため、利用がありませんでした。 

 

サービスの種類 単位 目標値と実績 R３年度 R４年度 R５年度 

就労移行支援 

利用者数 

（人/月） 

目標値 6.0 6.0 6.0 

実績 5.1 6.３ 6.２ 

利用日数 

（人日/月） 

目標値 80.0 80.0 80.0 

実績 77.2 101.4 １２６．３ 

就労継続支援 

（Ａ型） 

利用者数 

（人/月） 

目標値 22.0 21.0 21.0 

実績 11.0 11.0 7.7 

利用日数 

（人日/月） 

目標値 403.0 387.0 371.0 

実績 216.2 209.6 １５０．６ 

就労継続支援 

（Ｂ型） 

利用者数 

（人/月） 

目標値 116.0 124.0 132.0 

実績 120.1 115.7 130.0 

利用日数 

（人日/月） 

目標値 １，８７７．０ １，９９３.0 ２，１１７.0 

実績 １，９５４.8 １，８９７.7 １，９５２.0 

就労定着支援 
利用者数 

（人/月） 

目標値 1.0 1.0 1.0 

実績 0.0 0.0 0.0 

  ※実績値は、年度分の平均値です。 
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⑥相談支援系サービス 

○計画相談支援 

ゆるやかに増加すると見込んでいましたが、目標値を下回る利用者数となりました。 

○地域移行支援 

利用実績はありませんでした。 

○地域定着支援 

利用実績はありませんでした。 

 

サービスの種類 単位 目標値と実績 R３年度 R４年度 R５年度 

計画相談支援 
利用者数 

（人/月） 

目標値 99.0 106.0 114.0 

実績 94.1 86.7 89.8 

地域移行支援 
利用者数 

（人/月） 

目標値 2.0 2.0 2.0 

実績 0.0 0.0 0.0 

地域定着支援 
利用者数 

（人/月） 

目標値 2.0 2.0 2.0 

実績 0.0 0.0 0.0 

※実績値は、年度分の平均値です。 
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⑦障がい児通所支援等サービスの状況 

○児童発達支援 

緩やかに増加すると見込みました。令和４年度まではコロナ禍の影響もあり、実績は目標値を

下回りましたが、令和５年度は回復傾向にあります。 

○居宅型児童発達支援 

令和５年度までの提供を目標としていましたが、実現に至りませんでした。 

○保育所等訪問支援 

令和４年度に提供を開始し、利用者数、利用日数ともに目標値を上回っています。 

○放課後等デイサービス 

特別支援学校に通学している児童や特別支援学級へ在席している児童の放課後や長期休

暇中の活動の場として利用者が増加していくと見込んでいました。利用者数、利用日数ともに

増加しています。 

○障害児相談支援 

新たに障害児相談支援を行う相談支援事業所が１カ所増えましたが、利用者数は目標値を

下回っています。 

○医療的ケア児に対する支援を調整するコーディネーター 

医療的ケア児に対する支援を調整するコーディネーターについては、令和３年度に大槌町と

共同で設置し、保護者と多分野にまたがる支援の利用調整など、事業所や関係機関などと連

携し、岩手県のコーディネーターの助言を受けながら、包括的な支援にあたっています。 
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サービスの種類 単位 目標値と実績 R３年度 R４年度 R５年度 

児童発達支援 

利用者数 

（人/月） 

目標値 23.0 24.0 25.0 

実績 14.6 20.8 ３３.0 

利用日数 

（人日/月） 

目標値 88.0 92.0 96.0 

実績 55.1 74.4 ６３.0 

居宅訪問型児童発

達支援 

利用者数 

（人/月） 

目標値 0.0 0.0 １.0 

実績 0.0 0.0 0.0 

利用日数 

（人日/月） 

目標値 0.0 0.0 ４.0 

実績 0.0 0.0 0.0 

保育所等訪問支援 

利用者数 

（人/月） 

目標値 0.0 0.0 1.0 

実績 0.0 0.4 4.0 

利用日数 

（人日/月） 

目標値 0.0 0.0 2.0 

実績 0.0 0.4 3.0 

放課後等デイサービ

ス 

利用者数 

（人/月） 

目標値 26.0 28.0 30.0 

実績 34.9 34.8 49.0 

利用日数 

（人日/月） 

目標値 320.0 360.0 400.0 

実績 435.8 374.3 401.0 

障害児相談支援 
利用者数 

（人/月） 

目標値 21.0 21.0 22.0 

実績 16.4 18.4 18.3 

医療的ケア児に対す

る支援を調整する

コーディネーター 

コーディネー

ターの人数 

目標値 1.0 1.0 1.0 

実績 1.0 1.0 1.0 

※実績値は、年度分の平均値です。 
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（2）地域生活支援事業の状況 

 

①理解促進研修・啓発事業 【必須事業】 

市内小学生を対象に障がい者就労施設見学等の実施を予定していましたが、新型コロナウ

イルス感染症の影響で、交流活動は自粛せざるを得ませんでした。 

障がい理解の促進については、第３次障がい者福祉計画の表紙及び挿絵を当市の障がい

者に作製いただき、啓発に努めました。 

また、障がいのある人が地域で不安なくいきいきと暮らすことができるよう、ヘルプカードの普

及と理解促進の啓発活動に取り組みました。 

サービスの種類 単位 目標値と実績 R３年度 R４年度 R５年度 

理解促進研修・啓発

事業 

実施数 

（回） 

目標値 3 3 3 

実績 1 0 1 

 

②自発的活動支援事業 【必須事業】 

手話に対する理解促進の機会を提供するため、聴覚障がいの家族を持つ聴者の生活を描い

た映画の上映会と、手話コンサートを開催する事業に対し助成を行いました。 

サービスの種類 単位 目標値と実績 R３年度 R４年度 R５年度 

自発的活動支援 

事業 

実施数 

（回） 

目標値 1 1 3 

実績 0 1 1 

 

③相談支援事業 【必須事業】 

「基幹相談支援センター」は、令和５年度までの設置を目標としたものの、設置には至りませ

んでした。 

「障害者相談支援事業」「地域自立支援協議会」は、ともに計画通りに実施しています。 

サービスの種類 単位 目標値と実績 R３年度 R４年度 R５年度 

基幹相談支援セン

ター等機能強化事業 

事業所数 

（箇所） 

目標値 2 2 2 

実績 2 2 2 

住宅入居等支援 

事業 
設置件数 

目標値 3 3 3 

実績 3 3 3 
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サービスの種類 単位 目標値と実績 R３年度 R４年度 R５年度 

基幹相談支援セン

ター 
設置件数 

目標値 1 1 1 

実績 0 0 0 

障害者相談支援事

業 

事業所数 

（箇所） 

目標値 3 4 4 

実績 3 3 3 

地域自立支援協議

会 
実施状況 

目標値 実施 実施 実施 

実績 実施 実施 実施 

  

④成年後見制度利用支援事業 【必須事業】 

成年後見制度利用支援事業については、令和３年度に２件、令和４年度に１件、令和５年度

に１件の市長申立を行いました。また、令和５年度に１件の報酬費用の助成を行いました。 

サービスの種類 単位 目標値と実績 R３年度 R４年度 R５年度 

成年後見制度利用

支援事業 

実施数 

（件） 

目標値 1 1 1 

実績 2 1 2 

 

⑤成年後見制度法人後見支援事業 【必須事業】 

成年後見制度法人後見支援事業については、令和２年度に釜石・遠野地域成年後見セン

ターにおいて市民後見人養成講座を開催し、９人が受講、８人が市民後見人候補者名簿に登

録しています。これまでに、延べ４件を市民後見人が受任しており、フォローアップ研修の実施に

よりスキルアップに努めています。 

現在、法人後見制度の構築について検討を重ねています。 

サービスの種類 単位 目標値と実績 R３年度 R４年度 R５年度 

成年後見制度法人

後見支援事業 

実施数 

（件） 

目標値 1 1 1 

実績 1 1 1 
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⑥意思疎通支援事業 【必須事業】 

意思疎通支援事業の利用実績はありませんでした。意思疎通を図ることに支障がある障が

いのある人に、制度の周知を図っていく必要があります。 

事業名 単位 目標値と実績 R３年度 R４年度 R５年度 

手話通訳 
派遣回数 

（回/年） 

目標値 1 1 1 

実績 0 0 0 

要約筆記 
派遣回数 

（回/年） 

目標値 1 1 1 

実績 0 0 0 

 

⑦日常生活用具給付等事業 【必須事業】 

利用状況は「排泄管理支援用具」 が日常生活用具給付等事業の中で突出して利用の多

い事業となっていますが、目標値を大きく下回って推移しています。 

事業名 単位 目標値と実績 R３年度 R４年度 R５年度 

介護・訓練支援 

用具 

利用件数 

（件/年） 

目標値 4 4 5 

実績 0 0 3 

自立生活支援用具 
利用件数 

（件/年） 

目標値 3 3 3 

実績 1 1 2 

在宅療養等支援 

用具 

利用件数 

（件/年） 

目標値 2 2 2 

実績 6 7 5 

情報・意思疎通支援 

用具 

利用件数 

（件/年） 

目標値 3 3 3 

実績 5 3 4 

排泄管理支援用具 
利用件数 

（件/年） 

目標値 1,166 1,213 1,261 

実績 1,059 1,055 1，050 

居宅生活動作補助

用具 

利用件数 

（件/年） 

目標値 1 1 1 

実績 0 1 2 
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⑧手話奉仕員養成研修事業 【必須事業】 

手話奉仕員養成研修は入門課程と基礎課程があり、合わせて２年間の受講が必要になりま

す。釜石市身体障害者福祉センターで実施していますが、受講者数は目標を若干ですが上回っ

ています。 

サービスの種類 単位 目標値と実績 R３年度 R４年度 R５年度 

手話奉仕員養成研

修事業 

受講者数 

（人） 

目標値 5 5 5 

実績 6 5 ６ 

   

⑨移動支援事業 【必須事業】 

移動支援事業については、視覚に障がいのある方の外出支援を行っています。利用者数、時

間ともに計画を下回っています。 

事業名 単位 目標値と実績 R３年度 R４年度 R５年度 

移動支援事業 

利用者数 

（人/年） 

目標値 2 2 2 

実績 1 2 1 

利用時間数 

（時間/年） 

目標値 165 165 165 

実績 125 131 １４６ 
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⑩地域活動支援センター 【必須事業】 

地域活動支援センター事業の実施状況をみると、地域活動支援センターⅠ型、Ⅱ型ともに、

利用者数はほぼ横ばいで推移しています。 

Ⅲ型は利用実績がありませんでした。              

事業名 単位 目標値と実績 R３年度 R４年度 R５年度 

地域活動支援セン

ターⅠ型 

（自市町村） 

事業所数 
目標値 1 1 1 

実績 1 1 1 

実人員 
目標値 74 74 75 

実績 192 167 166 

地域活動支援セン

ターⅡ型 

（自市町村） 

事業所数 
目標値 4 4 4 

実績 3 4 5 

実人員 
目標値 70 72 72 

実績 82 83 79 

地域活動支援セン

ターⅡ型 

（他市町村） 

事業所数 
目標値 1 1 1 

実績 1 1 1 

実人員 
目標値 3 3 3 

実績 3 3 2 

地域活動支援セン

ターⅢ型 

（他市町村） 

事業所数 
目標値 0 0 0 

実績 0 0 0 

実人員 
目標値 0 0 0 

実績 0 0 0 
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⑪任意事業 

おおむね計画に則した実施状況となっていますが、日中一時支援（タイムケア）は、目標を大

きく下回っています。 

スポーツ・レクリエーション教室開催事業では、釜石市社会福祉協議会が主催し「ふれあい

福祉まつり」を開催しており、障がい福祉サービス事業所による合同販売会、作品展示、ボラン

ティア活動の紹介やパネル展示、ダンスなどのステージ発表が行われ、障がい理解の普及を図

りました。 

視覚障がい者福祉事業では、スポーツ教室と IT講習会を実施し、視覚障がい者の健康増

進、社会参加の促進を図りました。 

事業名 単位 目標値と実績 R３年度 R４年度 R５年度 

訪問入浴サービス

事業 
実人員 

目標値 3 3 3 

実績 5 3 ５ 

更生訓練費給付事

業 
実人員 

目標値 1 1 1 

実績 1 ０ ０ 

生活訓練事業 実人員 
目標値 5 6 8 

実績 6 6 6 

日中一時支援事業 

（日帰り短期入所） 

実施 

箇所数 

目標値 7 7 7 

実績 7 6 6 

実人員 
目標値 6 6 6 

実績 7 2 5 

日中一時支援事業 

（タイムケア） 

実施 

箇所数 

目標値 4 4 4 

実績 5 5 4 

実人員 
目標値 70 83 99 

実績 52 48 45 

スポーツ・レクリエー

ション教室開催事業 

入場者 

（人） 

目標値 300 300 300 

実績 364 566 872 

点字・声の広報等発

行事業 
実人員 

目標値 22 22 22 

実績 ２２ ２０ ２０ 

点訳奉仕員養成研

修事業 

受講者数 

（人） 

目標値 3 3 3 

実績 0 ４ 0 

自動車運転免許取

得・改造助成事業 
実人員 

目標値 1 1 1 

実績 3 0 1 

 視覚障がい者福祉

事業 
実人員 

目標値 20 20 20 

実績 13 

 

22 20 
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 ６ アンケート調査結果からみる現状 

 

①調査の概要 

  ■ 調査の目的 

この調査は、第７期釜石市障がい福祉計画・第３期釜石市障がい児福祉計画を策定す

るにあたり、障がいのある人の生活状況などを把握し、計画策定の基礎資料とすることを目

的に実施しました。 

 

  ■ 調査対象等 

・調査対象…市内に居住している 65歳未満の身体障がい者、知的障がい者及び精神障

がい者、現在障がい福祉サービスを利用している障害者手帳のない方（精

神通院・障がい児通所支援利用者） 

・対象者数…７69人 

・調査期間…令和５年１０月２５日（水）～令和５年１１月１７日（金） 

・調査方法…郵送による配布・回収及びウェブアンケート 

 

  ■ 回収結果  ３76人（４８．9％）うち、ウェブ回収 58人（7.5％） 

 調査対象者数 

（配布数） 
有効回収数 

障害者手帳 

所持者 

身体 288 身体 146 

療育 218 療育  114 

精神 209 精神  98 

小計 715 小計 358 

手帳なし   54   18 

 合計 ７69 合計 376 
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②障がいのある人の生活について 

ア 今後どのように暮らしたいか 

障がいのある人が誰と一緒に生活しているかを見ると、「父母・兄弟姉妹・祖父母」「配偶

者」「一人暮らし」の順となっています。回答者の９割以上は家族と暮らしていますが、一人暮ら

しをしている方も１割を超えています。 

今後どのように暮らしたいかについては、「家族と一緒に生活」が圧倒的に多く、次いで「一

人暮らし」の割合が高くなっています。また、「福祉施設」や「グループホーム」を希望する方もお

り、家族や地域とのつながりの中で、さまざまなサービスやコミュニティの力を活用しながら暮ら

すことができるよう、生活環境や障がい福祉サービスを整備していくことが重要となります。 

 

【あなたが一緒に暮らしている人は、どなたですか】 

 
 

【あなたは今後３年以内にどのような暮らしをしたいと思いますか】 
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イ 地域で生活するために必要な支援 

地域で生活するために必要な支援は、「経済的な負担の軽減」が最も多く、次いで「相談支援

体制の充実」、「障がいに対する地域住民の理解」となっています。そのほか、「交通機関の充実」

「余暇や楽しみの活動」など地域生活の充実を求める声が多くなっています。そのほか、「外出時

のサポート」「必要なサービスが適切に利用できること」「宿泊ができる場所の支援」などの割合

が高くなっており、傾向としては第６期計画策定時とほぼ変化がありません。 

こうした支援を適切に提供するために、障がいのある人が相談できる場が身近にあることが必

要です。障がいのある人の希望や特性に応じた支援を行うため、医療、健康、福祉、就労に関する

相談支援体制の充実と相談窓口の連携、地域での生活を支援する体制の構築が必要となります。 

 

【希望する暮らしを送るためには、どのような支援あればよいと思いますか】 ※複数回答有り 

 

 

ウ 外出の内容・頻度 

1週間の外出頻度については、毎日外出する人が半数以上あり、９割以上の人が 1週間に 1

回以上の外出をしていることが分かります。外出時の支援者の有無は、約半数が「一人で外出す

る」と回答し、次いで「父母・祖父母・兄弟」、「配偶者」となっています。一人または家族との外出

に比べ、ホームヘルパーなどのサービスを利用して外出する人の割合はごくわずかです。 

外出する時に困ることは、「公共交通機関が少ない・ない」と「交通費がかかる」が多く、「困っ

た時に周りの人に頼みにくい」「周囲からの視線が気になる」と続きます。障がいのある人が、地

域の中で生活していく上で外出（移動）にとても困難を感じる障壁をつくっている要因を一つ一つ
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取り除き、 障がいのある人が安心して生活することができるよう、生活環境を整えていく必要があ

ります。 

  

【あなたは 1週間にどの程度外出しますか】  

 
 

【外出する時の主な同伴者は誰ですか】 
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【あなたは、どのような目的で外出することが多いですか】 ※複数回答有り 

 

 

【外出する時の主な手段は何ですか】 
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【外出する時に困ることは何ですか】 ※複数回答有り 

 

 

エ 仕事について 

平日の日中をどのように過ごしているかの問いに、「会社勤めや自営業」と答えた人の割合が

高くなっています。また、どのような勤務形態で働いているかの問いは、「臨時職員、パート、アルバ

イト」と答えた方が最も多く、次いで「正社員でほかの職員と同じ勤務条件」となっています。 

今後、どのような働き方をしたいかの問いには、約１割の人が正社員での勤務を希望していま

す。職業訓練については、２４．７％が「職業訓練を受けたい」と答えています。 

障がいがある人の就労支援に必要なことの項目では、「職場の上司・同僚の障がいへの理解」

が最も多く、次いで「家族の理解、協力」「短時間勤務や勤務日数の配慮」「通勤手段の確保」

「労働に見合った工賃」となっています。 

障がいがある人が一般就労するためには障がいの特性等を企業側に理解していただくことが

重要となります。働きたいと希望しながらも、その手立てが見つからずに悩んでいる人のために、

自立支援協議会就労支援部会、ハローワーク釜石及び釜石大槌地域障がい者就業・生活支援

センター「キックオフ」等と連携を図りながら障がいに対する企業の理解促進などに一層取り組む

必要があります。 



第２章 釜石市の現状 

34 

【あなたは平日の日中を主にどのように過ごしていますか】 
 

 

 

【どのような勤務形態で働いていますか】 

 



第２章 釜石市の現状 

35 

【あなたは今後、どのような働き方をしたいですか】 

 
 

【あなたは今後、職業訓練を受けたいですか】 
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【あなたは障がい者の就労支援として、どのようなことが必要だと思いますか】 ※複数回答有り 

 

 

オ 相談支援について 

普段、悩みや困りごとを相談する相手としては、「家族、親せき」が突出して多く、次いで「かかり

つけの医師、看護師」「友人、知人」となっています。障がいのことや福祉サービスについての情報

は、「市役所の窓口や広報」「家族、親せき、友人、知人」「本や新聞、雑誌の記事、テレビやラジオ

のニュース」から得るという回答が多いですが、「インターネット」という回答も多く見られ、身近な

人に相談したり、情報を得たりしていることがわかります。 

「相談支援事業所の相談員」「ホームヘルパーや障害者支援施設の職員」「かかりつけの医師

や看護師、薬剤師」という回答も多く、相談支援事業の充実が図られていることがわかります。 

  

【あなたは普段、悩みや困りごとを誰に相談しますか】 
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【あなたは障がいのことや福祉サービスなどに関する情報を、どのようにして知ることが多いです

か】 

 
 

カ 権利擁護について 

差別的な経験の有無は、回答者の半数を超える人が差別的な経験をしたことがあると回答し

ています。差別を受けたと感じている場所については「学校や職場」が最も多く、次いで「外出先」

「仕事を探すとき」と続きます。障がいのある方が、地域で安心して生活する上で、障がいに対する

理解は最も重要であり、障がいへの理解が進むよう理解促進・啓発のさらなる取り組みが必要で

す。 

また、成年後見制度については、内容を知っていると答えた方は、２２．９％となっており、第６期

計画の策定時に比べ、倍以上の結果となっており、成年後見制度が徐々に浸透してきていること

が伺えます。 

将来、判断能力が低下した場合の身の回りの世話や財産管理については、「家族、親せき」に

頼みたいという回答が突出して多い結果となっていますが、知的障がい者や精神障がい者の親

亡き後の権利を守っていくため、令和元年度に設置した釜石・遠野地域成年後見センターにより、

制度のさらなる周知が必要です。 
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【あなたは障がいがあることで差別を受けたり、嫌な思いをしたことがありますか】 

 

 

【どのような場所で差別や嫌な思いをしましたか】 ※複数回答有り 
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【あなたは成年後見制度について知っていますか） 

 
 

【あなたは判断能力が低下した場合、身の回りの世話や財産の管理を誰に頼みたいですか】 

※複数回答有り 
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キ 地域防災について 

火事や地震などの災害が起こった際に、７１．３％の方が緊急避難場所を「知っている」と答えて

いますが、「一人で避難できる」と回答した人は５１．３％で、ほぼ同じ割合で「できない」「わから

ない」と回答しています。 

また、災害時に困ることについては、「投薬や治療が受けられない」と回答した人が最も多く、次

いで「避難所の設備（トイレなど）や生活環境への不安」「周りの人とコミュニケーションがとれな

い」「安全なところまで素早く避難できない」「被害状況や避難場所などの情報を入手できないこ

と」となっています。 

東日本大震災での教訓を忘れず、地域コミュニティの力を活用しながら、その人の生活環境や

障がいの特性に応じた対策を構築していく必要があります。現在、市では、避難行動要支援者の

個別避難計画の作成に取り組んでおり、災害時に地域において障がいのある人の支援のキー

パーソンとなる町内会や、地域の民生児童委員などと連携した取り組みが必要です。 

 

【あなたは、災害時の緊急避難場所を知っていますか】 

 

 

【あなたは災害時に一人で避難することができますか】 
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【一人暮らしや家族が不在の場合、災害時に、近所にあなたが避難するのを手伝ってくれる人は

いますか】 

 
 

【災害時に困ることは何だと思いますか】 ※複数回答有り 
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第３章   第 7期計画の目標値の設定 

 

１ 福祉施設の入所者の地域生活への移行 

 

【国の基本指針】 

○ 地域移行者数：令和４年度末施設入所者数の６％以上 

○ 施設入所者数：令和４年度末の５％以上削減 

 

【第６期計画の実績】 

  第６期障がい福祉計画の数値目標達成状況をみると、福祉施設の入所者の「地域生活移行

者数」は、令和４年度末目標７人に対し、実績は４人であり、達成率は５７．１％となっています。 

 なお、国の基本指針では、令和５年度末までに令和元年度末の施設入所者数を６％以上削減す

ることとされていますが、当市では施設入所待機者の解消が必要であったことから、施設入所者

の削減目標値は設定していません。 

 

【第７期計画の数値目標】 

 地域生活移行者数の目標値については国の指針に基づき、令和４年度末の施設入所者数の

６％以上が地域移行を実現できるよう、目標値を６人として設定しています。 

施設入所者数の削減については、今なお施設入所待機者（身体障がい５人）がいることから、

第７期計画においても目標値を設定しません。 

項  目 
第 6期計画 第 7期計画 

備    考 
目標値 実績値 目標値 

地域生活移行者数 ７人  ４人   ７人 

令和４年度末時点の施設入

所者数の６％以上が地域生

活へ移行。 

施設入所者削減数 未設定 － 未設定 

国の指針では、令和４年度末

の施設入所者数を令和８年

度末までに 5％以上削減する

ことを目標としている。 

   【参考】令和４年度末の施設入所者数  １０２人    
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２ 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 

 

【国の基本指針】 

○ 精神障がい者の精神病床から退院後１年以内の地域における平均生活日数：３２５．３日以

上 

○ 精神病床における１年以上入院患者数 

○ 精神病床における早期退院率：３ヶ月後 68.9％以上、６ヶ月後 84.5％以上、１年後

91.0％以上 

 

【第６期計画の実績】   

 第６期計画において、釜石大槌地域障がい者自立支援協議会に設置を目標としていた保健、医

療、福祉関係者による協議の場については、必要に応じて、地域づくり部会での協議を行いました。 

 

【第７期計画における目標】 

 精神障がいのある人が地域で安心して暮らせるよう、保健、医療及び福祉と地域が連携した支

援体制の構築を目指し、サービス利用者や家族のニーズ把握とサービスの提供に努めます。 

項  目 内容 
第７期計画目標値 

R６年度 R７年度 R８年度 

保健、医療、福祉関係者による

協議の場の開催回数 
開催回数 ２回 ２回 ２回 

精神障がいのある人の地域移

行に関する障がい福祉サービ

スの利用者見込み数 

地域移行支援 2人 ２人 ２人 

地域定着支援 ２人 ２人 ２人 

共同生活援助 ２人 ２人 ２人 

自立生活援助 １人 １人 １人 
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３ 地域生活支援の充実 

 

【国の基本指針】 

○ 各市町村において地域生活支援拠点等を整備するとともに、コーディネーターの配置などに

よる効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制の構築を進め、また、年１回以上、支援の実績

を踏まえ運用状況を検証・検討を行うこと 

○ 強度行動障害を有する者に関し、各市町村又は圏域において支援ニーズを把握し、支援体

制の整備を進めること 

 

【第 6期計画の実績】 

釜石大槌地域障がい者自立支援協議会において整備に係る協議を進め、拠点の全体的な調

整を行うコーディネーターを大槌町と共同で設置するとともに、緊急時の受入れを行う釜石市安

心生活支援事業実施要綱を定め、面的整備型で地域生活支援拠点等を整備しました。 

 

【第７期計画における目標】 

地域生活支援拠点等の機能の充実のため、釜石大槌地域障がい者自立支援協議会において

運用状況を検証、検討します。また、強度行動障がい者及び高次機能障がい者の状況や支援

ニーズの把握と支援体制の整備について検討を進めます。 

項  目 第 7期計画における目標 

地域生活支援拠点等の運用状

況の検証 

年に１回以上、自立支援協議会において運用状況の検

証、検討を行う 

強度行動障がいを有する障がい

者の状況や支援ニーズの把握 

釜石大槌地域障がい者自立支援協議会において、障が

い福祉施設、行政、関係機関等と連携し、支援体制の整

備について検討する。 
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４ 福祉施設から一般就労への移行等  

 

【国の基本指針】 

○ 一般就労への移行者数：令和３年度実績の１．２8倍以上 

（うち就労移行１．３１倍、就労Ａ型１．２９倍、就労Ｂ型１．２８倍） 

○ 就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の割合が５割以上の事業

所：就労移行支援事業所の５割以上 

○ 就労定着支援事業の利用者数：令和３年度末実績の１．４１倍以上 

○ 就労定着支援事業終了後一定期間の就労定着率が７割以上となる就労定着支援事業所の

割合：２割５分以上 

 

【第６期計画の実績】 

 第６期障がい福祉計画の数値目標達成状況をみると、目標の３人に対し、実績は 1人と、達成

には至りませんでした。 

項 目 移行者数 
 

就労移行 就労Ａ型 就労Ｂ型 

令和３年度目標 ３人 １人 １人 １人 

令和３年度実績 1人 １人 ０人 ０人 

 

【第７期計画の数値目標】  

 釜石大槌地域障がい者自立支援協議会では、ハローワーク釜石、障がい者就労事業所、釜石

大槌地域障がい者就業・生活支援センターキックオフ等の職員で構成される就労支援部会を毎

月開催し、障がいのある人が一般企業で働くことができるよう協議を行っています。この就労支援

部会での協議を重ね、情報共有を図り、支援体制を強化していきます。数値目標の設定にあたっ

ては、現に利用している者の数、障がい者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者数等

を勘案し、利用者数を設定します。 

 当市では、かまいしワークステーション、まごころ就労支援センター釜石の２事業所が就労移行支

援を実施しています。近隣自治体の企業とのつながりを活かし、日頃の相談支援から新規利用者

の開拓に努め利用者の増加を促進していきます。 

項  目 第７期計画における目標 

令和８年度 

移行者数 
 

就労移行 就労Ａ型 就労Ｂ型 

２人 

（１．２８倍） 

１人 

（１．３１倍） 

０人 

（１．２９倍） 

１人 

（１．２８倍） 
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５ 障がい児支援の提供体制の整備等（第３期障がい児福祉計画） 

 

【国の基本指針】 

○ 児童発達支援センターの設置：各市町村又は各圏域に１カ所以上 

○ 全市町村において、障がい児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）の推進体制の

構築 

○ 重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所等：各市町村又は圏域に１カ所以上 

 

【第２期障がい児福祉計画の実績】 

第２期障がい児福祉計画では、障がい福祉サービス提供体制の整備と協議の場として、釜石

大槌地域自立支援協議会子ども支援部会を「関係機関の協議の場」と位置づけ、定期的に協議

を行っています。 

 また、令和３年度から医療的ケア児コーディネーターを圏域に配置し、切れ目なく必要なサービス

を総合的に調整し、医療的ケア児及びその家族に寄り添ったワンストップの相談支援を行っていま

す。 

  令和４年度から、保育所等訪問支援事業の取り組みが始まり、障がい児の地域社会への参加・

包容（インクルージョン）の推進につながっています。 

 

【第３期計画における目標】 

障がいを抱える障がい児やその家族に対して、保育・保健医療・教育・福祉等の関係機関が連

携し、一貫した効果的な支援を身近な場所で提供する体制を構築し、質の高い専門的な発達支

援など、支援の質の向上や支援内容の適正化に取り組んでいきます。 

児童発達支援センターの整備について検討を進めるとともに、障がい児の地域社会への参加・

包容（インクルージョン）を推進するため、関係機関の連携による支援内容の共有や環境整備等

に努めます。 

項目 内容 第３期計画における目標 

障がい児支援の提供

体制の整備 

児童発達支援センター 釜石大槌地域障がい者自立支

援協議会子ども支援部会等に

おいて引き続きニーズの確認を

行いつつ、支援の質の向上や支

援内容の適正化に取り組む。 

保育所等訪問支援 

重症心身障がい児を支援する 

・児童発達支援事業所 

・放課後等デイサービス事業所 

医療的ケア児支援 
関係機関の協議の場 

医療的ケア児等の未来を考える

会の開催 年２回 

コーディネーターの配置 圏域で１名配置 
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６ 相談支援体制の充実・強化等 

 

【国の基本指針】 

○ 各市町村において、基幹相談支援センターを設置等 

○ 協議会における個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等 

 

【第６期計画の実績】 

釜石圏域においては、基幹相談支援センターが設置されていないため、総合的・専門的な相談

支援については、他圏域の基幹相談支援センター職員を招へいする等により実施することとして

おりましたが、実績はありませんでした。 

自立支援協議会地域づくり部会の場において、相談支援専門員の情報交換等による連携強

化を図っていますが、強度行動障がい等の専門的な支援スキルを有する講師を招へいしての指

導・助言についても、実績はありませんでした。 

 

【第７期計画における目標】 

総合的な相談支援、地域の相談支援体制の強化及び関係機関等の連携の緊密化を通じた地

域づくりの役割を担う基幹相談支援センターを圏域に設置し、人材育成を行うとともに、相談支援

体制を充実・強化します。 

毎月開催する自立支援協議会地域づくり部会の場において相談支援専門員の情報交換等に

よる連携強化を図る他、個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善を行います。 

項  目 内容 
第７期計画目標値 

R６年度 R７年度 R８年度 

総合的・専門的な相談

支援 
基幹相談支援センターの設置 設置 設置 設置 

協議会における個別事

例検討を通じた地域

サービス基盤の開発・

改善 

自立支援協議会における個別事

例の検討 
実施 実施 実施 
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７ 障がい福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 

 

【国の基本指針】 

○ 各都道府県及び各市町村において、サービスの質向上のための体制を構築 

 

【第６期計画の実績】 

障害者総合支援法の具体的内容の理解促進を図る観点から、国や県が実施する初任者向け

研修や権利擁護・虐待防止に関する研修会に積極的に参加しました。 

しかし、障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果の活用については、共有すべき事

例がなかったことから、実施していません。 

 

【第７期計画における目標】 

障害者総合支援法の具体的内容の理解促進を図る観点から、国や県が実施する初任者向け

研修や権利擁護・虐待防止に関する研修会等に積極的に参加します。 

項  目 
第７期計画目標値 

R６年度 R７年度 R８年度 

岩手県が実施する障がい福祉サービス等に係る研修への参

加や、岩手県が市町村職員に対して実施する研修の参加人

数 

３人 ３人 ３人 
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第４章  サービスごとの見込み量 

     

本章では、障がい福祉サービスの提供状況と令和８年度までの見込量及び方策について記載

します。 

障がい福祉サービスは、個々の障がい者の障がい程度や勘案すべき事項（社会活動や介護者、

住居等の状況）を踏まえ、個別に支給決定が行われる「自立支援給付」と、市町村の創意工夫に

より、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」および障がい児に関

するサービスとして児童福祉法において実施されている障がい児通所支援の３つに大別し記載し

ていきます。 

「自立支援給付」については、各サービスを「訪問系サービス」「日中活動系サービス」「居住

系サービス」「地域相談・計画相談支援」に分類して記載します。 

 

１ 自立支援給付（介護給付・訓練等給付・相談支援）の見込みと方策 

   

（1） 訪問系サービス 

サービス名 単位 
 見込量 

R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

居宅介護 

利用者数 

（人/月） 
50 52 54 56 

利用時間数 

（時間/月） 
536 570 590 610 

重度訪問介護 

利用者数 

（人/月） 
0 1 1 1 

利用時間数 

（時間/月） 
0 ３０ ３０ ３０ 

同行援護 

利用者数 

（人/月） 
5 5 5 5 

利用時間数 

（時間/月） 
18 18 18 18 

行動援護 

利用者数 

（人/月） 
0 0 1 2 

利用時間数 

（時間/月） 
0 0 3 6 
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サービス名 単位 
 見込量 

R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

重度障害者等包括

支援 

利用者数 

（人/月） 
0 0 0 0 

利用時間数 

（時間/月） 
0 0 0 0 

当市では、訪問系サービスの中では居宅介護、同行援護が利用されていますが、精神障がい

者等の地域移行が促進されることで、行動援護のニーズが増加することが予想されることから、

ゆるやかな増加を見込んでいます。 

市は、福祉人材確保型奨学金返還補助制度を創設しており、利用者のニーズに見合ったサー

ビスが提供できるよう、人材確保に努めます。 

同行援護サービスは、視覚障がい者が地域で安心して生活するために欠かせないサービスで

あり、安定的なサービスの提供に努めます。 

 

（2）日中活動系サービス 

① 生活介護 

サービス名 単位 
 見込量 

R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

生活介護 

利用者数 

（人/月） 
141 1６０ 1６０ 1６０ 

利用時間数 

（時間/月） 
2，523 2，８６２ 2，８６２ 2，８６２ 

生活介護は、令和５年度に１４１人が利用しています。アンケート調査での利用意向も多く、また

特別支援学校卒業予定者の利用も考えられます。令和６年４月に、新たな生活介護事業所が開

設されることから、年間２０人程度の増加を見込んでいます。 
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② 自立訓練（機能訓練・生活訓練） 

サービス名 単位 
 見込量 

R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

自立訓練 

（機能訓練） 

利用者数 

（人/月） 
1 ４５ ４５ ４５ 

利用日数 

（日/月） 
30 3６0 3６0 3６0 

自立訓練 

（生活訓練） 

※宿泊型自立訓練

を含む 

利用者数 

（人/月） 
8 ３ ３ ３ 

利用時間数 

（時間/月） 
37 ９0 ９0 ９0 

機能訓練については、地域活動支援センターⅡ型で機能訓練のサービスを提供している事業

所が、令和６年度中に機能訓練に移行する予定であることから、利用者が大幅に増加すると見込

んでいます。 

生活訓練は、釜石圏域のサービス提供事業者が、令和５年度をもって廃止の予定であることか

ら、利用者が減少すると見込まれます。しかし、地域生活に移行するための重要なステップである

ことから障がいの特性に応じた適正な支給決定に努めるとともに、新たなサービス提供事業所の

参入を検討します。 

 

③ 就労選択支援 

サービス名 単位 
 見込量 

R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

就労選択支援 

利用者数 

（人/月） 
— 0 1 1 

利用時間数 

（時間/月） 
— 0 1 1 

就労選択支援については、障がい者等のニーズ、特別支援学校卒業者数、就労移行支援、就

労継続支援の現利用者数を勘案して、令和７年度以降に年間１人の利用を見込んでいます。 

 



第 4章 サービスごとの見込み量 

52 

④ 就労移行支援 

サービス名 単位 
 見込量 

R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

就労移行支援 

利用者数 

（人/月） 
６．２ 7 7 7 

利用日数 

（日/月） 
１２６．３ 105 105 105 

就労移行支援については、現在２事業所が就労移行支援サービスを提供しており、現状のまま

推移すると見込んでいます。 

 

⑤ 就労継続支援 

サービス名 単位 
 見込量 

R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

就労継続支援（Ａ型） 

利用者数 

（人/月） 
11 3 3 3 

利用日数 

（日/月） 
203 60 60 60 

就労継続支援（Ｂ型） 

利用者数 

（人/月） 
130 130 130 130 

利用日数 

（日/月） 
1，952 2，080 2，080 2，080 

Ａ型については、サービスを提供できる事業所が、釜石圏域にはなくなってしまったため、利用者

数・利用日数共に大幅に減少すると見込んでいます。 

Ｂ型については、アンケート調査での利用意向および実績等から、利用量の増加が見込まれま

す。サービス提供事業所、ハローワーク釜石、釜石大槌地域障がい者就業・生活支援センターキッ

クオフなどと連携し、企業情報の収集、訪問活動などを通じて授産業務の拡充に努め、利用者の

さらなる増加を図ります。 

釜石圏域には、サービス提供事業所が６カ所あり、現在の提供基盤で対応可能と見込んでい

ます。 



第 4章 サービスごとの見込み量 

53 

⑥ 就労定着支援 

サービス名 単位 
 見込量 

R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

就労定着支援 利用者数（人） 0 1 1 1 

就労定着支援については、一般就労したすべての方が利用するとは限らないため、個別のケー

スにあわせた適切な支給決定に努めます。 

 

⑦ 療養介護     

サービス名 単位 
 見込量 

R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

療養介護 利用者数（人/月） 18 18 18 18 

療養介護については、現状のまま推移すると見込んでいます。 

 

⑧ 短期入所 

サービス名 単位 
 見込量 

R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

短期入所 
利用者数（人/月） 10 10 10 10 

利用日数（人日/月） 72 70 70 70 

短期入所については、現在のサービス提供事業所の提供基盤から、現状並みに推移すると見

込んでいます。有事の際に不安なく地域生活を送れるよう適切な支給決定に努めます。 

当面は、釜石圏域以外の事業所も活用しながら見込量の確保を図りますが、釜石圏域での

サービス量確保に向けた空きベッドの確保策や定員拡大の可能性について釜石大槌地域障が

い者自立支援協議会で検討を進め、サービス提供基盤の確保に努めます。 
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（3） 居住系サービス 

① 共同生活援助 

サービス名 単位 
 見込量 

R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

共同生活援助 利用者数（人/月） 51 51 52 53 

共同生活援助は、施設や精神科病院からの地域移行、特別支援学校卒業生の地域生活の実

現のため、地域に必要なサービスとなっています。しかし釜石圏域では、共同生活援助の提供基

盤が不足しており、サービス提供事業所の新規の立ち上げや増設が必要です。 

当面は釜石圏域以外での共同生活援助事業所も活用しながら見込量の確保を図りますが、釜

石大槌地域障がい者自立支援協議会で新設や増設について検討を進め、釜石圏域におけるサ

ービスの提供基盤の確保に努めます。  

 

② 自立生活援助  

サービス名 単位 
 見込量 

R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

自立生活援助 利用者数（人/月） 0 1 1 1 

自立生活援助については、一人暮らしに移行する際に、不安解消など十分なサポートが行える

よう、個別のケースにあわせた適切な支給決定に努めます。 
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③ 施設入所支援   

サービス名 単位 
 見込量 

R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

施設入所支援 利用者数（人/月） 102 99 9８ 9７ 

施設入所支援については、ゆるやかな減少を見込んでいます。見込量の確保については、施設

入所者の地域生活移行と施設入所を平行して進めるため、現在のサービス提供事業所の提供基

盤で対応可能と見込んでいます。 

 

（４） 地域相談支援・計画相談支援 

① 計画相談支援 

サービス名 単位 
 見込量 

R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

計画相談支援 利用者数（人/月） 89 90 95 100 

  ※年２回（計画作成、モニタリング）の実施見込み 

  計画相談支援については、令和５年度の実績及び各種サービスの提供見込みの状況から緩や

かに増加すると見込んでいます。現在、圏域では相談支援専門員が不足している状況であること

から、相談支援事業所やサービス提供事業所と連携し、サービス等利用計画作成に必要な体制

を確保します。 

 

② 地域移行支援 

サービス名 単位 
 見込量 

R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

地域移行支援 利用者数（人/月） 0 2 ２ ２ 

  地域移行支援については、施設入所支援利用者や精神科病院からの地域移行者数を基に算

定していますが、地域移行者すべてが利用するとは限らないため個別のケースに合わせた適切な

支給決定に努めます。また、基幹相談支援センター、相談支援事業所やサービス提供事業所と連

携し、障がいのある人の地域移行支援に必要な体制を確保します。 
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③ 地域定着支援 

サービス名 単位 
 見込量 

R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

地域定着支援 利用者数（人/月） 0 2 2 2 

地域定着支援については、令和５年度時点で利用実績がありませんでした。地域移行者の個

別のケースに合わせ、適切な支給決定に努めます。また、相談支援事業所やサービス提供事業所

と連携し、障がいのある人の地域定着支援に必要な体制を確保します。 

 

２ 地域生活支援事業における見込みと方策  

 

 地域生活支援事業の体系 

【必須事業】 

  ◆理解促進研修・啓発事業 

  ◆自発的活動支援事業 

  ◆相談支援事業 

  ◆成年後見制度利用支援事業 

  ◆成年後見制度法人後見支援事業 

  ◆意思疎通支援事業 

  ◆日常生活用具給付等事業 

  ◆手話奉仕員養成研修事業 

  ◆移動支援事業 

  ◆地域活動支援センター機能強化事業 

【任意事業】 

  ◆訪問入浴サービス事業 

  ◆更生訓練費給付事業 

  ◆生活訓練事業 

  ◆日中一時支援事業 

   *日帰り短期入所 

   *タイムケア 

  ◆社会参加支援事業 

   *スポーツ・レクリエーション開催事業 

   *点字・声の広報等発行事業 

   *点訳奉仕員養成研修事業 

   *自動車運転免許取得・改造助成事業 

   *視覚障がい者福祉事業
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■ 必須事業 

① 理解促進研修・啓発事業                

サービスの種類 単位 
 見込量 

R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

理解促進研修・啓発事業 実施数（回） 1 3 3 3 

  児童生徒を対象とした障がい者就労施設の見学や体験などを実施します。 

また、障がいのある人が地域で不安なくいきいきと暮らすことができるよう、ヘルプカードの普及

を進めます 

さらに、広報かまいしに定期的にふくしトピックを掲載し、障がい者理解促進の啓発活動に取り

組みます。 

 

② 自発的活動支援           

サービス名 単位 
 見込量 

R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

自発的活動支援 実施数（回） 1 1 1 1 

当事者団体等と協議し、障がいがある人やその家族、地域住民等が行う自発的な活動を支援

します。 

 

③ 相談支援事業                              

サービス名 単位 
 見込量 

R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

相談支援事業 

基幹相談支援センター

等機能強化事業 

事業所数 

（箇所） 
2 2 2 2 

住宅入居等支援事業 
設置数 

（件） 
3 3 3 3 

障害者相談支援事業 
事業所数 

（箇所） 
3 3 ３ ３ 

基幹相談支援センター 
事業所数 

（箇所） 
0 1 1 1 

地域自立支援協議会 実施 実施 実施 実施 

相談支援事業については、引き続きサービス提供事業所と連携し、必要な相談支援を実施しま

す。また、障がいのある人が身近な地域で相談が行えるよう、体制づくりを進めます。 
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④ 成年後見制度利用支援事業 

サービス名 単位 
 見込量 

R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

成年後見制度利用支援事業 実施数（件） 2 ２ ２ ２ 

令和元年度に設置した釜石・遠野地域成年後見センターを活用し、知的障がい者や精神障が

い者の親亡き後の権利を守っていくため、制度の周知を図っていきます。 

 

⑤ 成年後見制度法人後見支援事業 

サービス名 単位 
 見込量 

R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

成年後見制度法人後見支援事業 実施数（件） 1 1 １ 1 

釜石・遠野地域成年後見センターと連携し、市民後見人養成講座を継続して開催し、市民後見

人の育成を進めるとともに、法人後見についても第７期計画期間中の実施に向けて取り組みます。 

 

⑥ 意思疎通支援事業 

サービス名 単位 
 見込量 

R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

手話通訳 派遣回数（回/年） 0 2 2 2 

要約筆記 派遣回数（回/年） 0 1 1 1 

  意思疎通支援事業については、関係機関、団体等と連携し、資格者等の育成に努めながら必

要なサービス量を確保するとともに、対象となる意思疎通を図ることに支障がある障がいのある方

への制度の周知を図ります。 
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⑦ 日常生活用具給付等事業 

サービス名 単位 
 見込量 

R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

介護・訓練支援用具 利用件数（件/年） 3 4 4 5 

自立生活支援用具 利用件数（件/年） 2 3 3 3 

在宅療養等支援用具 利用件数（件/年） 5 2 2 2 

情報・意思疎通支援用具 利用件数（件/年） 4 3 3 3 

排泄管理支援用具 利用件数（件/年） 1，050 1,０５０ 1,０５０ 1,０５０ 

居宅生活動作補助用具 利用件数（件/年） 2 1 1 1 

日常生活用具給付等事業については、障がいのある人が生活の質の向上を図ることができる

よう、障がいの特性に合わせた適切な用具の給付を行います。 

 

⑧ 手話奉仕員養成研修事業  

サービス名 単位 
 見込量 

R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

手話奉仕員養成研修事業 受講者数（人） ６ ６ 5 5 

手話奉仕員養成研修は入門課程と基礎課程があり、２ヶ年度で実施します。事業の周知を図り

研修受講者の増加に努めます。 

 

⑨ 移動支援事業                                 

サービス名 単位 
 見込量 

R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

移動支援事業 
利用者数（人/年） 1 2 2 2 

利用時間数（時間/年） １４６ 165 165 165 

移動支援事業については、障がいのある人の社会参加を支援するサービスであることから、

サービス提供事業所と連携し、見込量の確保に努めます。 
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⑩ 地域活動支援センター事業                                  

サービス名 単位 

 見込量 

R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

地域活動支援センターⅠ型 

事業所数 1 ０ ０ ０ 

実人数 166 ０ ０ ０ 

地域活動支援センターⅡ型 

（自市町村） 

事業所数 5 4 4 5 

実人数 79 74 76 78 

地域活動支援センターⅡ型 

（他市町村） 

事業所数 1 1 1 1 

実人数 2 3 3 3 

地域活動支援センターⅢ型 

（他市町村） 

事業所数 0 0 0 0 

実人数 0 0 0 0 

釜石圏域の地域活動支援センターⅠ型事業所が、令和５年度をもって廃止されることから、Ⅰ

型の利用は見込んでいません。 

地域活動支援センターについては、障がいのある人の地域での日中活動を支援するサービス

であることから、サービス提供事業所と連携し、見込量の確保に努めます。  
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 ■  任意事業 

サービス名 単位 

 見込量 

R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

訪問入浴サービス事業 実人員 5 5 5 5 

生活訓練事業 実人員 6 6 6 6 

日中一時支援事業 

（日帰り短期入所） 

実施箇所数 6 7 7 7 

実人員 4 6 6 6 

日中一時支援事業 

（タイムケア） 

実施箇所数 4 4 4 4 

実人員 45 50 53 55 

スポーツ・レクリエーション

教室開催事業 

入場者数 

（人） 
８７２ 300 300 300 

点字・声の広報等発行事

業 
実人員 ２０ ２０ ２０ ２０ 

点訳奉仕員養成研修事業 
受講者数 

（人） 
0 3 3 3 

自動車運転免許取得・改

造助成事業 
実人員 1 1 1 1 

視覚障がい者福祉事業 実人員 20 20 20 20 

【任意事業の見込量確保の方策】 

 ○ 任意事業については、各事業の支給決定量とサービス利用量の状況を把握し、障がいのあ

る人が必要とするサービスを利用できるよう事業の充実に努めます。 

 ○ 日中一時支援事業（タイムケア）については、ニーズが高く、今後も利用希望の増加が見込

まれることから、新規参入意向を持つ事業所があれば円滑にサービスを開始できるよう支援

し、見込量の確保に努めます。 
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３ 障がい児通所支援における見込みと方策 

 

サービス名 単位 

 見込量 

R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

児童発達支援 

利用者数 

（人/月） 
３３ ３０ ３０ ３０ 

利用日数 

（人日/月） 
６３ 60 60 60 

居宅訪問型児童発達支

援 

利用者数 

（人/月） 
0 0 0 0 

利用日数 

（人日/月） 
0 0 0 0 

保育所等訪問支援 

利用者数 

（人/月） 
９ 1１ 1１ 1１ 

利用日数 

（人日/月） 
８ 2２ 2２ 2２ 

放課後等デイサービス 

利用者数 

（人/月） 
49 ５0 ５0 ５0 

利用日数 

（人日/月） 
401 400 400 400 

障害児相談支援 
利用者数 

（人/月） 
１８ 2２ 2２ 2３ 

医療的ケア児に対する支

援を調整するコーディ

ネーター 

コーディネー

ターの人数 
1 1 1 1 

障がい児に対する障がい福祉サービス体系については、平成２４年４月１日より障害者自立支

援法による児童デイサービスから、児童福祉法による障害児通所支援（児童発達支援・放課後等

デイサービス等）に移管となり、障がい児に対する福祉サービスの充実が図られています。また、同

時に障害児相談支援も創設されています。 

市は、令和元年度に「第２期釜石市子ども・子育て支援事業計画」（令和２年度～令和６年度）

を策定しています。この計画との整合を図り、障がいがある子どもが身近な地域で安心して生活

できるよう、保健、医療、福祉、教育分野と連携していきます。 

幼児教育・保育施設に通っている児童や特別支援学校に通学している児童や、特別支援学級

に在籍している児童の療育の場として児童発達支援や放課後等デイサービスの利用が必要とさ
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れています。 

特に放課後等デイサービスは特別支援学校に通学している児童や特別支援学級へ在籍してい

る児童の放課後活動や長期休暇中の活動の場として、利用者のゆるやかな増加が見込まれます。 

現在、放課後等デイサービス事業所は、市内に３カ所しかないため、今後の見込量を考慮する

と、現在の提供基盤では不足すると考えられます。新たな事業所の参入などについて検討を重ね、

利用者の居場所の確保に努めます。 

障がい児相談支援については、障がい児通所支援サービス利用者全員が作成対象となります

のでゆるやかな増加を見込んでいます。相談支援専門員のさらなる増員を検討するとともに、相

談支援事業所やサービス提供事業所と連携し、障がい児支援利用計画作成に必要な体制を確

保します。 

保育所等訪問支援については、共働き世帯の増加に伴い、親子通所型の児童発達支援の利

用が困難な家庭からのニーズが増加しています。幼児教育・保育施設のみならず、小学校、学童

育成クラブと子どもの所属機関での活用が広がっており、障がい児の地域社会への参加、包容

（インクルージョン）の推進につながっていると思われます。 

また、居宅訪問型児童発達支援については、釜石圏域にサービス提供事業所がないことから

利用実績がありませんが、今後の利用ニーズを把握しつつ、市内事業所と協議検討を進め、必要

な支援につなげます。 

医療的ケア児に対する支援を調整するコーディネーターの配置については、令和３年度から圏

域において設置済みであり、切れ目なく必要なサービスを総合的に調整し、医療的ケア児及びそ

の家族に寄り添ったワンストップの相談支援を行っています。
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第５章  計画の推進体制 

 

１  庁内における計画の推進 

  この計画を推進するにあたっては、障がいのある人の就労支援や地域生活への移行支援など、

福祉分野だけでなく、保健・医療をはじめ、人権、雇用、教育、住宅など多様な分野との連携が必

要となります。そのため、関係各課との連携、調整を図りながら計画を推進します。 

 

２  地域との連携 

  この計画を推進していくにあたっては、地域の理解と協力が必要不可欠となります。そのため、

社会福祉協議会、医療機関等の関係機関、町内会、民生児童委員や地域団体、障がい者団体、

サービス提供事業者、企業との連携を図ります。 

 

３  大槌町及び岩手県との連携 

  この計画の推進にあたっては、サービスの調整や効果的なサービス提供基盤の整備、人材の育

成、就労支援など、広域的な対応が必要となります。そのため、障がい保健福祉圏域である大槌

町及び岩手県との連携を図ります。 

 

４  地域移行へ向けた関係機関等との連携 

福祉施設の入所者や精神科病院入院者のうち、受け入れ条件が整えば退院可能な精神障が

い者の地域移行について、当事者の意向把握に努め必要な情報提供を行いながら障がい福祉

サービスを利用した地域移行を推進するため、医療機関、サービス提供事業所、相談支援事業所

と連携を図りながら進めます。 

・障がいのある人が、地域で生活するための生活の場確保に向けた支援を進めます。 

・地域で生活することについて、家族の意向を確認するとともに地域移行を進めるための情報

提供を行い、不安解消の支援に努めます。 

・障がいのある人が、文化活動、スポーツ活動等に気軽に取り組むことができるよう機会の提供

に努めます。 

・障がいのある人が互いに交流することができる場の提供と、家族会の活動を支援します。 

 

５  計画達成状況の点検と評価 

この計画の推進のため、障がい者のニーズや社会環境の変化等を踏まえ、サービス見込量の

達成状況、地域生活への移行、一般就労への移行が進んでいるかなどについて、進捗状況の取

りまとめを行うとともに、釜石大槌地域障がい者自立支援協議会から意見を聴取し、計画の取り

組みを進めていきます。 


